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■講義内容■

　第一東京弁護士会の支援する都市型公設事務所である「弁護士法人渋谷シビック法律事務所」の法律相
談に立会い、生の事例をもとに具体的事件の処理について学びます。
　相談を受けたあと、相手方に対しては、手紙を書くのか、電話をするのか、内容証明を出すのか、いき
なり訴訟をするか調停の申立か。事案を分析しながら取るべき手段についても実務感覚を養っていきます。
　また、事案の分析の際は、基礎的判例や学説の調査・検討などもします。

■シラバス■

＜科目のねらい＞
　リーガル・クリニックは法律に関する理論と実務の橋渡しの場であると考えます。
　法曹の仕事が生きた人間相手であることを再確認し、その結果リーガル・クリニックを学ぶことにより
生きた法律の勉強ができます。
　また、内容証明や訴状、答弁書の作成を通じ、法文書作成の基礎を学ぶことができます。
　相談や書面作成後はクラスでの討論を通じ、事案についての対応等を検討していきます。
＜科目の内容＞
　具体的相談事案の有無により予定が変更する場合があります。
　したがって、下記事項はあくまで一つの目安です。
　また、適当な相談案件がない場合は渋谷シビックで扱った事件資料を教材とする場合があります。
　さらに特殊事例の場合は事務所所属弁護士が指導する場合があります。

　リーガル・クリニックの総論
　法律相談立会
　内容証明作成
　訴状作成⑴
　訴状作成⑵
　答弁書作成
　準備書面作成⑴
　準備書面作成⑵（または法廷傍聴・証人尋問）
　刑事示談書等作成
　刑事弁論要旨作成
　家事事件⑴
　家事事件⑵
　保全
　破産・消費者問題
　定期試験

科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

リーガル・クリニック 比　佐　守　男
【 3 選必】
2・3 選必

前期
後期

2（ 1 ）


